
減額の対象となる上水道使用期間及び請求月
［物価高騰対策関連］

上水道の基本料金を減免します
（令和８年１月～６月請求分）

　宇和島市では、物価高騰の影響を受けている本市水道使用者を支援するため、国の「物価高騰

対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、上水道の「基本料金」を令和８年１月から６月請

求分までの「６か月分」について減免することといたしましたのでお知らせいたします。

減免額（上水道の基本料金）

問い合わせ

事業概要

◉ 宇和島市上下水道局 お客さまセンター
〒798-0027 愛媛県宇和島市柿原甲1950番地
TEL : 0895-22-5265　FAX : 0895-23-2994

【対象】上水道の基本料金（※官公庁、愛南町内の水道使用者は対象外）

【用途】全用途（家庭用、業務用、工業用及び浴場用）

【件数】家庭用約32,000件、業務用約2,900件、工業用49件、浴場用１件（１か月あたり）

【期間】６か月分（令和８年１月～６月請求分）

【手続】減免に係る手続きは不要（基本料金は自動的に減免。超過料金部分のみを請求。）

【予算】３億6,600万円（全用途の合計月額 6,100万円×６か月分）

【財源】物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

（税込）

くわしくはホームページをご覧ください
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請求額のお知らせについて

　「水道使用量のお知らせ（検針票）」には、
上水道の基本料金を含む料金が表示されます
が、請求時には基本料金を差し引いた額で請
求します。
　基本水量内の場合は、全額免除となります。

【例：令和８年１月検針の場合）】
・11月の使用水量を１月分として、

基本料金を減免して請求します。
・口座振替：２月12日　納入期限：２月20日

減免対象は基本料金のみとなります。
超過料金が発生した場合は、超過料金のみを
請求します。
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生活・くらし

用 途 基本水量 １か月分 ６か月分

家庭用 8㎥まで 1,573円 9,438円

業務用 10㎥まで 2,750円 16,500円

工業用 200㎥まで 51,700円 310, 200円

浴場用 170㎥まで 16,060円 96,360円

広報うわじま２月号折り込み


